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白露～秋分の候   史子（ふみ）の風 

 

「機器を外してください」 

空虚な頭から絞り出された言葉 

2024 年 8 月 10 日 

午前 5 時 52 分 

史子は あっけなく 本当に 

あっけなく 風のように散った 

 

思考の停まった時間が 

悲しみを 乗り越えて 

過ぎていく 

淡々と ことが 進んでいく 

なすすべもなく 

生返事を繰り返すのみ 

 

あり得ない現実を 

受け入れられない自分がいて 

白っぽい状況が 音もなく進んでいく 

夢であってくれ 

夢ならば覚めてくれ 

 

史子が死ぬなんて 

かわるがわるの嗚咽 

泣いても、泣いても 泣き続けても 

現実は変わらない 

頬を叩いても 触っても 

撫ぜても 何の反応もない 

 

確かに 

確かに 

史子は死んだ 

 

史子がいない日常を 

受け入れられるわけがない 

毎日毎日 かわるがわる 

史子に呼びかける 家内と私 

「史子」「ふみ」と呼ぶ声は 

むなしく無反応の暗闇に 消えていく 

寂しさと悲しさが  

こんなにも透明なものかと 

 

色もない音もない手ごたえすらもない 

何もない 

そんなわけがないと 少し前まで 

元気だったのにと 

後悔と反省 大きな落とし物 

ああすれば、こうすれば 良かったと 

すべては 結果論 

 

葬儀の終わった 翌朝から 

必死の思いで 早朝のウオーキング 

泣きながら 呻きながら 

天川の土手を歩いた 
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盆を過ぎて わずかに空気が変わった 

少し汗ばんだ体に 涼味を帯びた風が快い 

ああ 「史子」の風だ 史子が風になって 

会いに来てくれた 

優しくそっと 時には強く 

前から 後ろから 

身体にまとわりついたり 

包み込むように 風が吹く 

 

「史子」の風だ 史子の風に違いない 

さぼりがちなお父さんを、しかりつけ 

励ますために 会いに来た 

 

これからもずっと 吹いてくれ 

寒い冬の朝でも 約束だよ 

史子の風を楽しみに 

お父さんは 負けない 

ウオーキングを止めない 

  

何をしても 

何を見ても 

史子のことが思い出されて 

埋められない喪失感に 

泣き疲れた私は 酒を飲んで 

ごまかすしかできない 

史子の存在は本当に大きかったんだよ 

 

娘さんは お前に生きる力を遺して 

くれたんだよ 私の分まで生きて 

お母さんと仲良く いつまでも元気にと 

 

悪いところをみんな持って天国へ行ったんだ

よ 

病気の苦しみから解放されて 

元気出せよ 友人の温かい言葉 

 

私には仕事がある 

待って居てくれる人がいる 

そんな人がいる以上 

負けてはいられない 

この寂しさと悲しみをばねに 

 

私には「史子」の風がある 

常に見守り 励ましてくれる 

史子の風とともに 

生きる 

 

 

 福留史子（旧姓 梅田）享年 51 歳 

 高砂大和会館にて家族葬執り行いました。 

 生前のご厚誼に感謝いたします。

 

 

 

命（いのち）のあとさき 

 

2024 年 9 月 1 日。私は机に向かって、所報の原稿を書いている。出すべきか休刊すべきか迷ったけれど、

史子の声なき声に背中を押されて、やはり出すことにした。 

あれから 22 日の時間が流れた。感情を取り去られた、空っぽの身体の上を無遠慮な時間が通り過ぎていく。

余りにもあっけない娘の命の終焉を、その現実を受け入れられない自分がいる。当時は、何がなんだかわからな

いうちに、すべては事務的に進み、言われるがまま、されるがままに儀式は続いた。 

これは夢なのだろうか、うつつなのだろうか。感情の起伏さえ感じられない。涙が出て嗚咽して、また普通に

戻って夢を見て。無人、無音、無色、無表情の荒野を一人歩いているような、時々引き戻される現実。史子の死。 

播州日誌 



妻の、子を呼び返す言葉にはっとして気づく、そう史子は息を引き取り、何

の返事もしない空っぽの遺体となって横たわっている。肌に触っても、顔に

触れても何の反応もない。史子は死んだのだ。そして明日には荼毘に伏され

る。肉体は焼かれ灰になり骨だけが残る。何と小さな骨壺。寂しさも悲しみ

も大きすぎて感じられない。まるで無感情、無表情の時間が駆け抜けていく。 

我が一人娘の人生はどうだったのだろう。生まれるとき妻が足をねん挫し

ていて、時間がかかったこと。会社から私が帰るとすごい笑顔になって飛び

ついてくれたこと。学生時代を通じて何かうまくいかず、いつも人の陰に隠

れて目立たなかった事。私の放任主義の性で好き勝手なことをして母親を困

らせた事。結婚をして二人の孫を生んでくれた事。幸せな季節はあっという

間に過ぎて、金銭的なもつれから離婚。親権を争ったが経済的理由から父方に親権が移った。いやもう昔のこと

はいい。彼女なりの人生を生きたのだから。 

子供を奪われたことがトラウマになって、こころを病んだことがあった。それ以来次々といろんな病気を患い

病院通いが続いた。病院に入院するほどではないけれど、身体のあちこちが痛みしびれた。痛みに耐えて過ごし

た 20年もの闘病生活。しびれる手足、指。むくんだ体。そんなお前が、できる限りの力で私と妻の生活を支え

てくれた。買い物、料理、掃除、洗濯。家のこと、事務所のこと。不自由な手で私のデスクを毎日きれいにして

くれ、玄関の掃除も担当だった。 

いつか話をしたね。史が元気になったら二人で天川の土手道をウオーキングしよう。そんな約束をしたね。お

父さんは健康のために何とかウオーキングとストレッチは、毎朝のルーチンとして続けるつもり。いつもの時間、

いつものコース、いつものように。何時でも会いに来て、参加自由だよ。さあ明日の朝も二人で歩こう、約束通

りに。 

                                   ２０２４．９．１ 

 

我が播州地方 

 

鳴り物入りで登場した超大型台風 10 号。最大時９２５HP、最

大風速 60m/秒というから超メガ級である。史上初という本土近く

での迷走と停滞。専門家が頭をかしげる変わり種。進路予想が困難

を極めた。現実的な実力を見せつけられたようだ。奄美地方や九州、

四国では大変な被害が出た。この台風の特徴は遠く離れた遠隔地で

の強風と大雨である。中京、関東や東北での被害は半端ではない。

地球温暖化による、台風の強大化はすでに世界の常識となっている。 
我が家でも、少しの食糧の買い置きと飲み水、照明器具の点検な

どはしたが、その程度。いつものことながら「ここらは大丈夫」という気持ちがどこかにあった。案の定、台風

は太平洋岸を進み瀬戸内地方は直撃を免れた。 

地震はともかく、暴風雨については、何となくいつも的外れで被害も少ない。専門家ではないが、やはり地勢

的な影響が大きいのだと思う。低気圧や前線も九州あたりから四国を通って紀伊半島あたりで停滞する。 

昔から播州地方は、瀬戸内海や四国山脈のおかげで、温暖な気候を享受してきた。特に暑くもなく寒くもなく、

暮しやすさは関西でもピカ一だろう。そういった気候の良さはその地方の文化にも大きく反映していると思う。 

地方文化を大切に先人の努力に感謝して、日常を重ねていきたいと思う。 

                                    ２０２４．９．１ 



キャリアアップ助成金 ～社会保険適用時処遇改善コース～ 

 2024年 10月以降は厚生年金保険の被保険者数が常時 51人以上である事業所の場合、週の所定労働時

間が 20時間以上かつ月額 88,000円以上の従業員の方は社会保険へ加入しなければならなくなります。

（特定適用事業所となります。）つまり現在、週 20時間～30時間内で勤務されている雇用保険被保険者で

ある方が対象となります。 

この場合、労働時間をそのままで社会保険に加入すると、社会保険料が引かれるため手取り金額が減って

しまいます。なので、よくあるパターンは労働時間をグッと増やして働く。もしくは労働時間をグッと減ら

して社会保険加入要件に満たないよう（週 20時間未満勤務）に変更して雇用保険資格も喪失させて働く。

この 2パターンのどちらかを選択される方が多いのではないでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

※キャリアアップ計画書を取組の日（＝社会保険適用日）の前日までに労働局へ提出しなければなりませ

ん！不備があると受理していただけませんので、余裕をもってご連絡ください！ 

 

例えば…週 5日勤務、1日 5時間、時給 1,001円で働いていた労働者の方がいたとします。 

週の所定労働時間は 25時間、1,001円×25時間×4.3週＝107,608円で 10月から社会保険加入対

象者となります。 

この場合、週 5日勤務、1日 6時間勤務に変更であれば、週所定労働時間 4時間以上の延長をクリアして

いるので賃金増額要件にも引っ掛かることなく助成金を受け取ることができます。原則的には延長前 6ヵ月

の週平均実労働時間と延長後 6カ月の所定労働時間を比較します。申請は取組を 6ヵ月継続して行った後 2

ヵ月以内となっています。（10月からの取組でしたら申請時期は来年の 4月です。） 

 

社会保険へ加入するということは、当然事業主の負担も増えます。しかし未加入の

まま働いてもらうということもできないのが事実ですので、このような助成金等を利

用していただければと思います。 

 

≪対象労働者をチェックしてみましょう≫ 

□ 対象の労働者は①社会保険適用日の 6か月前の日以前から継続して雇用されていて、②社会保険

適用日から過去 2年以内に同事業所で社会保険に加入していない。①②ともに該当ですか？ 

□ 対象の労働者は社会保険加入日から 2ヵ月以内に週所定労働時間を延長することが可能ですか？ 

上記 2項目とも☑であれば、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースの②労働時間延長メニュー

の助成金を受けられる可能性がありますので、ご相談ください。 

週所定労働時間の延長 賃金の増額 1人あたりの助成額 

4時間以上 － 

30万円 
3時間以上 4時間未満 5％以上 

2時間以上 3時間未満 10％以上 

1時間以上 2時間未満 15％以上 

今回は労働時間をグッと増やして働く＝新たに社会保険へ加入する労働者の

方を対象に支給される助成金についてのお知らせです。 

対象の事業所で「この助成金気になる！」という方はご連絡ください♪♪ 


